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（千葉県林業サービスセンター） 

 
安全衛生特別教育等の申請費用（受講料）について 

 
令和５年４月より実施する安全衛生特別教育等の受講料について、下記のと

おりお知らせいたします。 
なお、研修日程については、決定次第ご案内いたします。 

 
記 

 
 １ チェンソーを用いる伐木等の業務に係る特別教育 
   労働安全衛生規則（昭和 47 年労号）第 36 条第 8 号該当 
    ２５，０００円（林災防会員 ２２，０００円） 
 ２ 刈払機取り扱い作業に対する安全衛生教育 
   平成 12 年労働基準局発第 66 号通達 
    １３，０００円（林災防会員 １１，０００円） 
 ３ 機械集材装置の運転業務に係る特別教育 
   労働安全衛生規則（昭和 47 年労号）第 36 条第 7 号該当 
    ３５，０００円（林災防会員 ３３，０００円） 

４ 車両系木材伐出機械等特別教育 
   労働安全衛生規則第 36 条第 6 号の 2、6 号の 3、同条第 7 号の２該当 
    ４０，０００円（林災防会員 ３８，０００円） 
 ５ 車両系建設機械３ｔ未満特別教育 
   労働安全衛生規則第 36 条第 9 号該当 
    １５，０００円 
 

以上 
 


